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今月のPICKUP NEWSPICKUP NEWS
▶トリックオアトリート！

★本庄商工会議所☎ 22- ５２４１

GOGO HALLOWEEN！！2023
ハロウィン商店会マーケット

日時　10月22日㈰　
　　　午前 10時～午後４時

会場　はにぽんプラザ、北海亭駐車場、銀座通り
（当日は交通規制区間があります）

　
　仮装パレード、フォトスポッ
ト設置、サンバパレード、チア
ダンス、バンド、飲食販売等お
楽しみが盛りだくさん！
　仮装パレードに参加して、
お菓子をもらっちゃおう！
※詳しくは、各イベントの
Instagramをご覧ください。

▶お寺で縁結び

★本庄市社会福祉協議会☎ 24- ２７５５

Honjo Meet&Greet
良縁祈願付き♥お寺コン

　お寺の住職が良縁祈願等、縁結びのお手伝い。
お好みの香りでバスソルトやアロマスプレー作り
のワークショップも行います。大人気のお寺コン、
この機会にすてきなご縁を結んでみませんか。
日時　11月 11日㈯　午後１時30分～４時30分
会場　大正院
対象　30代～ 40代の結婚を希望する独身男女
プログラム
・自己紹介タイム
・ワークショップ　など
定員　24名（多数の場合抽選）
費用　恋たま会員　1,500 円、
　　　会員以外　２,500 円
申込　�10月 17日㈫から29日
　　　㈰までに右記コードへ

▶地域の魅力発信！

★児玉商工会☎ 72- １５５６

第36回児玉商工まつり開催

日時　10月22日㈰　
　　　

午前 10時 30分～午後３時 30分

会�場　競進社模範蚕室周辺及び近隣区域（当日は
交通規制区間があります）

　地域の各種事業所が、日頃のご愛顧に感謝して、
良い品をお手頃な価格で提供します。
　また、大抽選会やゲームのほか、楽しいイベン
トも多数行います。ぜひお出かけください。

▶朗読の楽しさを学ぶ

★本庄市社会福祉協議会☎ 24- ２７５５

音訳ボランティア養成講座を開催

　視覚障害者のための音訳ボランティア活動に向
けて、朗読の楽しさと、正しく美しい発音を学び
ます。
日時　�11月８日㈬・15日㈬・22日㈬・29日㈬・

12月 13日㈬　全５回　午後１時30分～
３時30分

会場　はにぽんプラザ
講師　�庄野　輝子　氏（元NHK放送劇団員）
対象　市内在住・在勤者で全５回受講できる方
内容　発声・発音の練習、エッセイ等作品の朗読
定員　20名（先着順）
費用　無料　
用意　筆記用具
申込　�10 月 10 日㈫から電話または直接本庄市

社会福祉協議会へ

令和５年度住民税非課税世帯等に対する

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
の申請はお済みですか

行政相談週間 ★市民課☎25-１１１３
10月16日㈪～22日㈰は

▲

行政相談とは
　行政相談とは、行政に関する苦情や意見、要望等
を受け付け、解決や実現を促進する制度です。
　行政相談週間の期間中、行政相談制度について広
くお知らせし、皆さんに制度を有効活用していただ
くため、各地で関係行事が行われます。
　市でも、次の日程で行政相談を行います。
日�時　10 月 19 日㈭　午前 10時～午後３時（正午
～午後１時を除く）
会場　市役所１階市民相談室
相�談内容　福祉、医療、保険、年金、道路に関する
こと　など
※相談内容が、国や県の業務に関係したものでも、
お気軽にご相談ください。

▲

ご利用ください、行政相談
　行政相談は、市役所で毎月開催しています（事前
の予約が必要です）。
　日程及び予約方法は、毎月の広報ほ
んじょう（今月は 25ページ）及び市
でお知らせしています。相談希望の方
は、電話または直接市民課（市役所１階）
にご連絡ください。▲

紹介します、わがまちの行政相談委員
　竹沢　弘子　氏（千代田）
　奥原　栄一　氏（児玉町塩谷）
　星野　義典　氏（中央）
　皆さんからの相談は、身近な相談相手として総務
大臣から委嘱された行政相談委員がお聴きし、アド
バイス等を行います。

申請期限　11月30日㈭
対象　次のすべてに該当する世帯
•�世帯主が基準日（令和５年６月１日）において、
本庄市に住民登録がある
•世帯全員の令和５年度市民税均等割が非課税
※住民税が課税されている方に世帯全員が扶養を受
けている場合は支給対象になりません。
※対象世帯には、７月中旬に確認書を発送しました。

【確認書が発送されていない場合】　
　次の世帯は、対象となる可能性があります。コー
ルセンターへご連絡ください。
•�令和５年度の市民税が非課税であっても確認書が
届いていない世帯

•�令和５年度の市民税について申告をしていない方
または扶養にとっていない方がいる世帯
•修正申告により、非課税となった世帯
•�令和５年１月２日から基準日までに本庄市に転入
した方がいる世帯
•�基準日の時点で既に離婚しているが、令和５年度
の申告上は元配偶者の被扶養者となっている世帯
•ＤＶを理由に本庄市へ避難している世帯　など
※申請から受け取りまでの手順等
について、詳しくは市 をご覧く
ださい。

　電力・ガス・食料品等の価格高騰に対する国の給付金制度に基づき１世帯あたり
３万円を給付します。今年度、市民税均等割が非課税の世帯主の方は、給付金コール
センターへご相談ください。

★給付金コールセンター（地域福祉課内）☎ 25- １１０７
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